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全国知事会の会議における意思決定の方法に関する規則の一部改

正について（概要） 
 
 
１．改正の趣旨 
 
 国と地方の協議の場への対応等、本会が担う役割の増大を踏まえ、

常任委員会の常任委員以外の知事又は代理及び特別委員会の委員以

外の知事も表決に参加できるようにし、常任委員会、特別委員会の

活性化を図る。 
 
 
２．改正の内容 
 
① 常任委員会に出席した臨時委員である知事又はその代理は、表

決に参加できる。 
② 特別委員会に出席した構成員以外の知事は、表決に参加できる。 
 
 
３．施行期日 
 
 この規則は、平成２４年７月２１日から施行する。 



全
国
知
事
会
の
会
議
に
お
け
る
意
思
決
定
の
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

全
国
知
事
会
の
会
議
に
お
け
る
意
思
決
定
の
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
」
を
「
及
び
第
十
七
条
第
四
項
」
に
、
「
会
議
及
び
委
員
会
に
出

席
し
た
場
合
に
は
」
を
「
正
副
会
長
会
議
及
び
理
事
会
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
代
理
表
決
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
代
理
人
」
の
次
に
「
並
び
に
全
国
知
事
会
規
約
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
臨

時
委
員
（
会
議
に
出
席
で
き
な
い
知
事
が
指
名
し
た
代
理
人
を
含
む
。
）
及
び
規
約
第
二
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
成
員
以
外
の
知
事
」
を
加
え
る

。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
事
由
）

常
任
委
員
会
に
臨
時
委
員
を
置
き
、
表
決
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
、
特
別
委
員
会
に
出
席
し
た
構
成
員
以
外
の
知
事
に
つ
い
て
も
表
決
に
参
加
で
き

る
よ
う
に
し
、
委
員
会
の
活
性
化
を
図
る
。
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全
国
知
事
会
の
会
議
に
お
け
る
意
思
決
定
の
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
案
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

平
一
二
・
一
二

制
定

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
全
国
知
事
会
の
会
議
に
お
け
る
意
思
決
定
の
方
法
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
会
議
の
定
足
数
）

第
二
条

全
国
知
事
会
議
、
正
副
会
長
会
議
、
理
事
会
、
常
任
委
員
会
及
び
特
別
委

員
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
構
成
員
（
会
議
に
出
席
で
き
な

い
知
事
が
指
名
し
た
代
理
人
を
含
む
。
）
の
四
分
の
三
以
上
が
出
席
し
な
け
れ

ば
、
こ
れ
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
意
思
決
定
）

第
三
条

会
議
に
お
け
る
意
思
決
定
は
、
原
則
と
し
て
、
会
議
の
出
席
者
の
合
意
に

よ
る
も
の
と
し
、
会
議
の
出
席
者
は
、
合
意
の
形
成
の
た
め
最
大
限
の
努
力
を
す

る
も
の
と
す
る
。

（
表
決
）

第
四
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
会
議
の
出
席
者
の
合
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

場
合
は
、
会
議
に
お
け
る
意
思
決
定
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

次
に
掲
げ
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
会
議
の
議
長
は
、
当
該
案
件
を
表
決
に
付

し
、
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
に
よ
り
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 2 -

イ

予
算
に
関
す
る
こ
と

ロ

決
算
に
関
す
る
こ
と

ハ

義
務
的
負
担
を
伴
う
申
合
せ
に
関
す
る
こ
と

ニ

国
か
ら
の
意
見
要
求
に
対
す
る
回
答
に
関
す
る
こ
と

二

前
号
に
掲
げ
る
案
件
以
外
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
案
件
を
表
決
に
付
す

る
べ
き
と
の
動
議
が
あ
り
、
こ
の
動
議
に
つ
い
て
会
議
の
出
席
者
の
過
半
数
の

同
意
が
あ
っ
た
と
き
は
、
会
議
の
議
長
は
、
当
該
案
件
を
表
決
に
付
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
案
件
に
つ
い
て
は
会
議
の

出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
者
の
同
意
に
よ
り
、
そ
の
他
の
案
件
に
つ
い
て
は

当
該
会
議
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

規
約
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と

ロ

委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
こ
と

ハ

国
へ
の
要
望
及
び
内
閣
又
は
国
会
に
対
す
る
意
見
具
申
に
関
す
る
こ
と

ニ

基
金
の
設
置
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と

ホ

規
則
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と

２

前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
会
議
の
出
席
者
の
過
半
数
の
同
意
を
要
す
る
場
合
に

お
い
て
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
五
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
を
行
う
場
合
又
は
議
決
を
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
会
議
の
議
長
は
、
少
数
意
見
を
付
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

全
国
知
事
会
規
約
第
十
五
条
第
五
項
及
び
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る

第
六
条

全
国
知
事
会
規
約
第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十
四
条

構
成
員
以
外
の
知
事
は
、
正
副
会
長
会
議
及
び
理
事
会
に
お
い
て
、
そ
の
表
決
に

第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
成
員
以
外
の
知
事
は
、
会
議
及

加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

び
委
員
会
に
出
席
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
表
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
代
理
表
決
等
）

（
代
理
表
決
）

第
七
条

第
二
条
に
規
定
す
る
代
理
人
並
び
に
全
国
知
事
会
規
約
第
二
十
四
条
第
一

第
七
条

第
二
条
に
規
定
す
る
代
理
人
は
、
表
決
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

項
に
規
定
す
る
臨
時
委
員
（
会
議
に
出
席
で
き
な
い
知
事
が
指
名
し
た
代
理
人
を

含
む
。
）
及
び
規
約
第
二
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
構
成
員
以
外
の
知
事
は
、

表
決
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
書
面
表
決
）

第
八
条

会
長
は
、
正
副
会
長
会
議
及
び
理
事
会
に
お
け
る
緊
急
を
要
す
る
事
項
又

は
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
賛
否
を
求
め
、
議
決
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
委
員
会
に
お
け
る
表
決
に
準
用
す
る
。

（
理
事
会
）

第
九
条

監
事
は
、
理
事
会
に
出
席
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

表
決
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


